
仕 様 書 

 

１ 適用範囲 

この仕様書は、本市（以下「発注者」という。）が実施する障害者の雇用促進事業（ワークステー

ション事業）（以下「本事業」という。）について適用する。 

 

２ 事業の概要 

  本事業は、障害者の雇用促進を図るため、本市において会計年度任用職員として採用された知的障

害者・精神障害者が勤務する本庁及び区役所ワークステーション（東区・西区・安佐南区・安芸区）

を設置し、受注者は各ワークステーションへの人員配置等をすることにより、その運営業務を行う。 

 

３ 業務内容等 

⑴ 本庁及び区役所ワークステーションの業務内容 

ア 共通 

(ｱ) 障害者の事業に係る調整、実施方法に関する助言・指導等 

市役所内（区役所を含む。）の各部署から依頼される業務について、依頼のとおり業務が履

行できるよう、業務の受付、作業スケジュールの作成・調整、障害者への業務の割り振りや助

言・指導等を行う。また、障害者が民間企業等に就労できるよう、障害者の技能向上に努める。 

(ｲ) 障害者の職場適応のための支援 

人間関係、職場でのコミュニケーションを改善するなどの支援や、必要に応じて職務や職場

環境の改善等の提案等を行うほか、障害者の職業生活を支えるための必要な助言等を行うなど、

障害者が職場に適応するために必要な様々な支援を行う。 

(ｳ) 障害者の将来の一般就労に向けた助言、関係機関との連絡調整等 

障害者の一般就労に向け、助言等を行うとともに、必要に応じ関係機関と連携を図り、効果

的な支援を行う。 

(ｴ) 職場実習生等の受入れ 

(ｵ) 見学者等への対応 

(ｶ) 支援記録・業務報告書等の作成 

(ｷ) 上記業務以外にワークステーションを運営する上で必要な業務 

イ 本庁のみ 

区役所ワークステーション（東区・西区・安佐南区・安芸区）との連絡調整等 

⑵ 就業場所（ワークステーションの設置場所） 

ア 本庁 

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

（本庁舎行政棟１６階健康福祉局障害福祉部障害自立支援課分室） 

イ  区役所 

(ｱ) 広島市東区役所ワークステーション 

広島市東区東蟹屋町９番３８号 

(ｲ) 広島市西区役所ワークステーション 

広島市西区福島町二丁目２番１号 

(ｳ) 広島市安佐南区役所ワークステーション 

広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号 

(ｴ) 広島市安芸区役所ワークステーション 

広島市安芸区船越南三丁目４番３６号 

⑶ 就業日 

土曜日、日曜日、祝日、１２月２９日から１月３日まで及び８月６日以外の日。 

※ 就業日以外には勤務を要しない。 

 

 

 
 



⑷ 就業時間及び休憩時間 

ア 就業時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで 

イ 休憩時間：正午から午後１時まで 

※ 時間外勤務を要しない。 

⑸ 勤務人員等（共通） 

ア 勤務人員：ワークステーション毎に各１人を配置すること。 

イ 勤務者の条件：ジョブ・コーチ研修を修了している者、又はその指導のもとに実務を経験した

者など、障害者の就労支援についてノウハウや知識を有し、当該業務の実施が可能な者であるこ

と。 

⑹ 業務管理者の配置 

ア 業務内容 

(ｱ) 発注者との連絡・調整、協議等 

(ｲ) 勤務者への指示・命令、指導等 

(ｳ) 勤務者欠勤時の支援の調整 

(ｴ) ワークステーション間の業務の調整 

(ｵ) 月例報告書の作成・提出（提出期限：翌月１０日。ただし、年度末は３月３１日） 

(ｶ) その他本業務を運営する上で必要な業務 

イ 配置人員 

１人 

⑺ 一般就労に向けた支援等 

本庁及び区役所ワークステーションに勤務する本市の会計年度任用職員を一般就労につなぐた

め、職員に対して生活面・就労面の支援・援助を行うとともに、一般就労後の定着支援に努めるこ

と。 

 

４ 特記事項 

⑴ 本事業の実施に当たっては、発注者と十分に協議・調整を行うとともに、緊密かつ迅速な対応が 

可能な実施体制の確保を図ること。 

⑵ 勤務者が休暇等で勤務できない場合は、代替者で対応すること。 

⑶ 業務用パソコンについては、勤務者用１台（インターネット利用可）、作業用１台を貸与する。

パソコンの維持・管理（ウィルスソフト更新等）については、発注者で行う。 

⑷ 電話については、ワークステーションに設置されているものを使用する。使用料については、発

注者が支払う。 

⑸ 消耗品等については、必要に応じて受注者が購入する。 

⑹ ワークステーションで勤務する会計年度任用職員の採用、退職及び給与の支払い等人事管理に関

することについては発注者が行う。ただし、会計年度任用職員への人事関係の書類の配付・提出等

に関することについては、勤務者に依頼する場合がある。 

⑺ 勤務者は、勤務時に受注者の名称及び本人の氏名入りの名札を付ける。服装については華美でな

いものを着用するものとする（発注者から支給等はしない。）。 

⑻  受託者は、勤務者にスキルアップのために必要な研修を受講させること。 

 

５ その他 

本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、発

注者・受注者協議の上、別途定める。 

 


